
 

 

鳥取県人権教育基本方針第１次改訂(案)に対するパブリックコメント実施結果について 

平成 23年 12 月 14 日 

人 権 教 育 課 
 

 鳥取県人権教育基本方針第１次改訂（案）について実施したパブリックコメントの概要は、以下

のとおりでした。 
 
１ パブリックコメントの実施状況 

（１）応募期間 
     平成２３年９月１５日（木）～１０月１４日（金） 
（２）周知・募集方法 
     周知方法：報道関係機関への資料提供、チラシ、ホームページ、新聞広告 
     募集方法：郵送、ファクシミリ、電子メール、県民課・県民局設置の意見募集箱へ投函 
（３）応募意見数  ＊(  )は応募者数 

郵 送 ファクシミリ 電子メール 県民課・局へ その他の方法 計 
  0（0） 40 (4) 66 (39) 1 (1) 53  (5) 160 (49) 

 
２ 主な意見と対応方針の概要 

項 目 意見の概要 左の意見への対応方針 

全 体 

「教育基本法」第１条が「教育の

目的」として掲げているところの

「人格の完成」と、本方針との関

係を明確にするべき。 

「教育基本法」第１条を踏まえた上で、第２章３「鳥

取県の人権教育がめざすもの」の中で次の基本理念

を示すことにしています。 

・本来持っている能力を発揮し、自己実現を図る 

・人権尊重の社会づくりの担い手であることを自覚する 

・多様な人々と豊かにつながり、共に生きる 

人権教育の目的を明示すべき。 「国際社会で培われてきた人権教育の原則につい

て」の中で、人権教育・啓発推進法に定める人権教

育の定義（人権尊重の精神の涵養を目的とする教

育）に係る記述を追加します。【意見を反映】 

人権はお互いに尊重し合って

こそのもの。一方的に誰かを優遇

したり、謝り続けるものではない

ということを教えるべき。 

人権教育・啓発推進法の理念を踏まえ、人権教育

の目標として「自分の人権を守り、他者の人権を守

るための実践行動につながる資質・能力を育てるこ

と」と明示することにしています。 

同 和 教

育で培わ

れてきた

原則につ

いて 

 根本的な課題として、以下の点

が抜けているのではないか。①差

別は差別するものがあるからこ

そ存在するという差別のとらえ、

②差別をなくすることは人権問

題でもあることの気付き、③取組

の基本に被差別当事者性を欠い

てはならないこと。 

いずれも重要な観点だと考えており、③について

は、例えば第１章第２節で「一人ひとりのエンパワ

メントを重視する人権教育は、人権を侵害される関

係に置かれている当事者を『保護し、守り、世話を

してあげる』ことよりも、当事者の発信する声に耳

を傾け、共に課題を明らかにし、共に課題の解決を

志向することを重視する教育です。」と示すことに

しています。 



 

 

男女共

同参画 

 同和地区出身の女性、在日外国

人の女性などマイノリティ女性

の置かれている実態を明らかに

し、審議会等への参画を確保する

ことによってエンパワメントを

図っていくことの重要性を追加

するべき。 

 国の男女共同参画基本計画の中で示されている

「障がいがあること、日本で働き生活する外国人で

あること、同和問題等に加え、女性であることで更

に複合的に困難な状況に置かれている場合があり、

様々な困難な状況に置かれている人々が安心して

暮らせる環境整備を進める必要がある」との内容を

追加します。【意見を反映】 

障がいの

ある人の

人権 

 障害者権利条約に盛り込まれ

ている「合理的配慮」の義務、「イ

ンクルーシブ教育」の重要性に言

及してほしい。これは、障がいの

ある人に対する差別をなくし、人

権を守っていく上で決定的に重

要なことであると思います。 

「障害者基本法」の改正を踏まえ、障がいを理由と

する差別・権利侵害の禁止、社会的障壁の除去に向

けた合理的な配慮の義務化等が法に規定されたこ

とを追加します。【意見を反映】 

「インクルーシブ教育」については、内閣府に置か

れた「障がい者制度改革推進本部」で話合いが持た

れている段階です。 

外国人 

の人権 

植民地支配ありきの記述にな

っているが、歴史認識としてどう

なのか。 

（「鳥取県人権施策基本方針－第２

次改訂－」を踏まえ、県内在住の韓

国・朝鮮籍の人の多くが、「過去の

我が国による植民地支配等、様々な

歴史的経緯によって我が国に定住す

るようになった」と記述しているこ

とに対するご意見） 

 歴史学習においては、歴史的思考力（諸事象を実

証的な考察によって捉えようとする～「高等学校学

習指導要領解説 地理歴史編」～）の育成につなが

るよう学習を展開することが大切だと考えていま

す。 

また、「植民地支配」という表現については、「中

学校学習指導要領解説 社会編」が「韓国の植民地

化などを扱う」等と示しているのを踏まえ、使用し

ているものです。 

性的 

マ イ ノ リ

ティの 

人権 

性的マイノリティを公平に見

られる専門家・指導者は数少ない

と思われる。本当の意味でマイノ

リティの人権を保護する様に教

育をしてもらいたい。 

性的マイノリティをめぐる現状を踏まえ、特に学

校教育においては、①児童生徒や保護者の不安や悩

みをしっかり受け止めながらきめ細やかに対応す

ること、②学級担任・管理職・養護教諭・スクール

カウンセラー等がそれぞれの立場から協力して対

応すること、③必要に応じて関係医療機関等と連携

することが重要である、と示すことにしています。 

非正規雇

用等に 

よ る 生 活

困難者の

人権 

非正規労働者や生活困難者に

対する差別、偏見があることに言

及する必要がある。学校教育・社

会教育ともに、こうした差別や偏

見を払拭するために取り組む必

要性がある。 

生活困難に直面している人の現状を踏まえ、

「様々にある偏見や差別が、非正規雇用等による生

活困難者の人権に関する問題にどのように影響し

ているかふりかえりながら、差別のない真に人権が

尊重される社会づくりの在り方を考えることが大

切です。」との内容を追加します。【意見を反映】 

インターネ

ットにおけ

る人権 

 インターネットの危険な側面

だけでなく、優れたコミュニケー

ションの場という面も教えるべ

き。 

 御指摘の点も含め、「情報メディアを主体的に読

み解き、必要な情報を引き出し、その真偽を見抜き、

活用する能力を育成することが重要です。」と示す

ことにしています。 



 

 

 


